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１【提出理由】

当社は、2026年６月25日の第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式 １株につき５円00銭 総額 133,918,210円

Ｂ種優先株式 １株につき５円31銭 総額 69,030,000円

Ｃ種優先株式 １株につき４円60銭 総額 46,000,000円

Ｄ種優先株式 １株につき４円60銭 総額 23,000,000円

Ｅ種優先株式 １株につき２円30銭 総額 41,400,000円

ロ 効力発生日 2026年６月26日

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠再設定の

件

2019年６月25日開催の第７期定時株主総会においてご承認いただきました取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の報酬等の限度額（年額１億８千万円以内（うち社外取締役分は年額２千万円

以内）。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）の内枠として、業績連動型株

式報酬制度に係る当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の株式報酬等

の額を４千万円以内（56,700ポイント以内）とすることを改めて決定する。

本件は、当社が2026年２月12日に株式給付信託へ追加拠出を行い、当該信託が当社株式を追加取得

したことによる当社株式の取得簿価改定に伴い、付与ポイント数の上限等を改めるものでありま

す。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西塚英樹、坂爪敏雄、尾形毅、鈴木治、中澤

雄二郎、鈴木拓志、柴田健、小林祐介、半田稔、長谷川靖及び小山光雄の11氏を選任する。



(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果
(賛成割合)

第１号議案
剰余金処分の件

189,895 720 5 (注)１ 可決 (97.36％)

第２号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
に対する業績連動型株
式報酬等に係る報酬枠
再設定の件

188,855 1,746 19 (注)１ 可決 (96.82％)

第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
11名選任の件

(注)２

西塚 英樹 189,068 1,501 51 可決 (96.93％)

坂爪 敏雄 189,029 1,540 51 可決 (96.91％)

尾形 毅 189,448 1,121 51 可決 (97.13％)

鈴木 治 189,403 1,166 51 可決 (97.10％)

中澤 雄二郎 189,448 1,121 51 可決 (97.13％)

鈴木 拓志 189,440 1,129 51 可決 (97.12％)

柴田 健 189,438 1,131 51 可決 (97.12％)

小林 祐介 189,397 1,172 51 可決 (97.10％)

半田 稔 189,374 1,195 51 可決 (97.09％)

長谷川 靖 185,983 4,586 51 可決 (95.35％)

小山 光雄 189,370 1,199 51 可決 (97.09％)

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の

確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上


